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徳島県公安委員会告示第１０号

警備業法（昭和４７年法律第１１７号。以下「法」という ）第２３条第１項に規定す。

る検定を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成１７年国家公安

委員会規則第２０号。以下「検定規則」という ）第７条の規定により公示する。。

平成２１年９月１０日

徳島県公安委員会委員長 佐藤 一郎

１ 検定を行う警備業務の種別及び級

（ 「 」 。）検定規則第１条第２号に規定する施設警備業務 以下単に 施設警備業務 という

１級

２ 実施期日及び場所

(1) 実施期日

平成２１年１２月１１日（金）午前９時から午後５時まで（正午から午後１時まで

の間を除く 。。）

なお、受付は、当日の午前８時３０分から午前９時までとする。

(2) 実施場所

鳴門地域職業訓練センター（通称マイスターなると）

（鳴門市撫養町木津字西小沖６３５番地１ 電話０８８－６８６－６２２２）

３ 受検定員

３０人

４ 受検対象者

検定の対象者は、徳島県内に住所を有する者又は法第２条第４項に規定する警備員と

して徳島県内の営業所に属する者であって、次のいずれかに該当するものとする。

ア 検定規則第４条に規定する２級の検定 施設警備業務に係るものに限る 以下 ２（ 。 「

級検定」という ）に係る法第２３条第４項に規定する合格証明書（以下単に「合。

格証明書」という ）の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受。

けた後、施設警備業務に従事した期間が１年以上であるもの

イ 徳島県公安委員会がアに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

であって、当該公安委員会が交付する１級検定受検資格認定書（施設警備業務に係

るものに限る。以下同じ ）を受けているもの。。

５ 受検の手続

(1) 受検の予約

ア 専用電話による予約

(ｱ) 検定を受けようとする者は、事前に徳島県警察本部生活安全部生活安全企画課

に設置した専用電話（０９０－９５５５－１１２３）に電話をし、検定の予約を

行うこと。

(ｲ) 専用電話による予約（以下「電話予約」という ）は、平成２１年１０月２６。

日（月）から同月３０日（金）までの午前９時から午後５時まで（正午から午後

１時までの間を除く ）の間に行うこと。。

イ 留意事項

(ｱ) 専用電話以外による予約は受け付けない。



(ｲ) 電話１回につき、１名の予約を受け付ける。

(ｳ) 電話予約の受付期間内であっても、定員に達した場合は、その時点で受付を締

め切る。

(2) 検定申請書の提出

ア 検定の申請ができる者

検定の申請は、電話予約の際に警察が付与する予約番号を取得した者（以下「検

定申請者」という ）のみが行うことができる。。

イ 提出書類

（ 。 。）(ｱ) 検定申請書 検定規則第９条第１項に規定する検定申請書をいう 以下同じ

１通に、次に掲げる書類を添付すること。

ａ 写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３．０センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）２葉

ｂ 検定申請者の住所地が徳島県内にあることを疎明する書面（以下「住所地疎

明書面」という ）又は自己の属する営業所が徳島県内にあることを疎明する。

警備業法施行細則（平成１８年徳島県公安委員会規則第１５号。以下「施行細

則」という ）第９条第１項に規定する警備員所属証明書（以下単に「警備員。

所属証明書」という ）１通。

ｃ ４のアに該当する者は、２級検定に係る合格証明書の写し及び当該合格証明

書の交付を受けた後、施設警備業務に従事した期間が１年以上であることを疎

明する施行細則第９条第２項に規定する警備業務従事証明書（以下単に「警備

業務従事証明書」という ）各１通。

ｄ ４のイに該当する者は、１級検定受検資格認定書の写し１通

(ｲ) (ｱ)のｃに掲げる書面のうち、警備業務従事証明書を添付するに当たっては、

次に掲げる事項に留意すること。

ａ ２級検定に係る合格証明書の交付を受けた後、同一の業者の下で施設警備業

務に従事した期間が１年に満たない場合は、当該業務に従事した期間が１年以

上であることを疎明することができる複数の警備業者が疎明した警備業務従事

証明書を添付すること。

ｂ 警備業者が既に廃業しているなど、警備業務従事証明書を添付することがで

、 、きないことについてやむを得ない理由がある場合は 当該理由を疎明した上で

２級検定に係る合格証明書の交付を受けた後、施設警備業務に従事した期間が

１年以上であることを誓約する施行細則第９条第３項に規定する誓約書及び履

歴書を当該警備業務従事証明書に代えて添付することができる。

ウ 提出先

検定申請書は、次に掲げる添付書類の区分に応じて、それぞれ定める警察署の生

活安全課又は刑事生活安全課に提出すること。

ａ 住所地疎明書面を添付する場合 検定申請者の住所地を管轄する警察署

ｂ 警備員所属証明書を添付する場合 検定申請者の属する営業所の所在地を管

轄する警察署



エ 提出方法

検定申請書は、検定申請者本人が持参すること。ただし、やむを得ない事情があ

る場合であって、検定申請者の委任状を持参しているときは、代理人による提出を

認める。

なお、郵送等による申請は認めない。

オ 提出期間

提出書類の提出は、平成２１年１１月１６日（月）から同月２０日（金）までの

（ 。） 。午前９時から午後５時まで 正午から午後１時までの間を除く の間に行うこと

カ 検定手数料

検定申請書を提出する際に、検定手数料として、１６，０００円を徳島県収入証

紙により納入すること。

なお、納入された検定手数料は、還付しない。

キ 受検票の交付

受検票（検定規則第１０条に規定する受験票をいう。以下同じ ）は、検定申請。

書の提出を受けた警察署において、後日交付する。

６ 検定

(1) 検定の実施概要

検定は、学科試験及び実技試験により行うが、学科試験が合格基準に至らなかった

者に対しては、実技試験は行わない。

(2) 持参するもの

受検に際しては、受検票、筆記用具、帯革（ベルト 、帽子（警備員の制服として）

使用している帽子、ヘルメット等）又は運動帽、室内用運動靴、雨衣及び印鑑を持参

すること。

(3) 服装

警備員にあっては制服とし、警備員以外の者にあっては活動しやすい服装（ジャー

ジやＴシャツは不可）とする。

７ 合格者発表等

(1) 合格者発表

合格者の発表は、検定の当日、検定の実施場所において行う。

(2) 成績証明書の交付

検定に合格した者に対しては、その当日に検定規則第１１条に規定する成績証明書

を交付する。

なお、この成績証明書に記載する住所は、検定申請書に記載された住所に基づき記

載することとなるため、同申請書に住所を記載するときは、これを略さずに、戸籍の

記載に従い正確に記載（丁目、番地、番、大字等）すること。

８ 問い合わせ先

この検定に関する問い合わせは、徳島県警察本部生活安全部生活安全企画課営業係又

は各警察署生活安全課若しくは刑事生活安全課に行うこと。

なお、検定の試験内容に関する問い合わせは、一切受け付けない。
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